
○内子町住まいの耐震加速化支援補助金交付要綱 

令和６年12月16日 

告示第169号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、地震その他の災害による被害を防止し、又は軽減するた

め、家具等の固定又は感震ブレーカーの設置に要する経費に対し、予算の範

囲内において内子町住まいの耐震加速化支援補助金（以下「補助金」とい

う。）を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るとおりとする。 

（１） 家具等 たんす、本棚、食器棚等の家具及び冷蔵庫、大型テレビ等

の家電製品（窓、鏡、建具その他破損により外傷の原因となるガラス等の

器物を飛散させるおそれのあるものを含む。）をいう。 

（２） 家具等の固定 地震の揺れによる家具等の移動、転倒又は破損によ

る人的被害を防止するために行う家具等の固定（飛散防止措置を含む。）

をいう。 

（３） 感震ブレーカー 地震時に通電を遮断する機能を有する機器のう

ち、次のアからウまでに掲げる区分に応じ、それぞれアからウまでに定め

るものをいう。 

ア 分電盤タイプ 日本配線システム工業会規格ＪＷＤＳ０００７付２で

定める構造及び機能を有する機器（電気工事が必要なものに限る。） 

イ コンセントタイプ コンセント等に内蔵されたセンサーが揺れを感知

し、主幹ブレーカー又は当該コンセントから電気を遮断する機器 

ウ 簡易タイプ ばねの連動、重りの落下等によりブレーカーを作動さ

せ、電気を遮断する機器（アに該当するものを除く。） 

（補助対象者） 

第３条 補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、内子町内に

住所を有する世帯の世帯主とする。 



（補助対象経費） 

第４条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対

象者の自宅に設置する家具等の固定をするための器具又は感震ブレーカーの

購入及び設置に要する費用とする。 

（補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の４分の３以内とし、15,000円を限度と

する。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り

捨てるものとする。 

２ 補助金の交付は、第２条第２号及び第３号に掲げるものに対し、それぞれ

１世帯につき一度限りとする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、内

子町住まいの耐震加速化支援補助金交付申請書兼請求書（様式第１号）に関

係書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

（補助金の交付決定） 

第７条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、内子町住まいの耐震加速化支

援補助金交付決定通知書（様式第２号）により、申請者に通知するものとす

る。 

（交付決定の取消し等） 

第８条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた

ことが明らかになったときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した

補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。 

（その他） 

第９条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和７年４月23日告示第79号） 

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の内子町住まいの



耐震加速化支援補助金交付要綱の規定は、令和７年４月１日から適用する。 

附 則（令和８年４月１日告示59号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

  



様式第１号（第６条関係） 

 

 

  



様式第２号（第７条関係） 

 


